
九州運輸局長

令和５年７月７日

　１．申請者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名

　２．事案の件名及びその番号

　３．意見聴取において陳述しようとする者の氏名及び職業又は名称

　４．意見の聴取における陳述の概要及び利害関係を説明する事項

公示番号　旅二公示第８号

                                                                                         

申 請 者 営 業 区 域 備 考

５－６１
　　～６４

みなとタクシー株式会社
　ほか３者

国東市 　法人事業者４者

５－６５
　　～６８

みなとタクシー株式会社
　ほか３者

由布市 　法人事業者４者

５－６９
　　～７２

みなとタクシー株式会社
　ほか３者

由布市 　法人事業者４者

５－７３
　　～７６

みなとタクシー株式会社
　ほか３者

国東市 　法人事業者４者

５－７７
　　～８３

みなとタクシー株式会社
　ほか６者

由布市、国東市 　法人事業者７者

５－８４
　　～１７２

大分タクシー株式会社
ほか８８者

大分市
　法人事業者２３者
　個人事業者６６者

〇施設及びエリアに係る定額運賃の変更
　・別府駅～由布院駅
　　　特大：１１,７００円　大型：１１,１００円　普通：７,６００円

公

記

　道路運送法施行規則第５５条の規定により、下記事案を公示する。

〇施設及びエリアに係る定額運賃の変更
　・別府駅～大分空港
　　特大：１８,９００円　大型：１８,１００円　普通：１２,２００円

〇施設及びエリアに係る定額運賃の変更
　・由布院駅～大分空港
　　　特大：２６,９００円　大型：２５,７００円　普通：１７,３００円

◯イベント定額運賃の設定（変更）
　①大分トリニータ及び公益社団法人日本プロサッカーリーグ並びに公益財団
　　法人日本サッカー協会が大分スポーツ公園総合競技場で行うサッカーの試合。
　②大分スポーツ公園総合競技場で行われるコンサート。
　③大分スポーツ公園総合競技場で開催される各種イベント又は各種競技開催日。
　　ただし、イベント等主催者の要請があった場合。

　上記の期間中における定額運賃を以下のとおり設定（変更）する。
　・ＪＲ大分駅～大分スポーツ公園総合競技場乗降場
　　　特定大型車　４,２００円　普　通　車　２,９００円
　・ＪＲ高城駅～大分スポーツ公園総合競技場乗降場
　　　特定大型車　３,４００円　普　通　車　２,３００円
　・西大分港フェリーターミナル～大分スポーツ公園総合競技場乗降場
　　　特定大型車　５,５００円　普　通　車　３,６００円

一般乗用旅客自動車運送事業の運賃及び料金の変更認可申請

なお、道路運送法施行規則第５６条に該当する利害関係人であって、意見の聴取の申請をしようとする者は、次の事項を記載した申請書を
令和５年７月１８日までに、九州運輸局又は運輸支局に提出されたい。

申 請 概 要

〇施設及びエリアに係る定額運賃の変更
　・大分駅～大分空港（高速道路経由）
　　　特大：３０,０００円　大型：２８,６００円　普通：１９,３００円
　・大分駅～大分空港（一般道経由）
　　　特大：２３,８００円　大型：２２,７００円　普通：１５,４００円

〇施設及びエリアに係る定額運賃の変更
　・大分駅～由布院駅（高速道路経由）
　　　特大：２２,３００円　大型：２１,３００円　普通：１４,４００円
　・大分駅～由布院駅（一般道経由）
　　　特大：１９,７００円　大型：１８,８００円　普通：１２,７００円
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